
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
、
個
人
情

報
保
護
制
度
の
運
用
が
法
に
よ
り
一
元
化
さ
れ
る
制
度
改
正
に

つ
い
て
、
自
治
組
織
に
も
徹
底
を
図
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
う
が
、
ど
の
よ
う
な
見
解
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
自
治

組
織
で
の
個
人
情
報
の
保
有
で
課
題
と
な
る
の
は
災
害
時
で
あ

る
。
自
治
会
等
に
つ
い
て
は
、
災
害
対
策
等
の
観
点
か
ら
情
報

を
共
有
す
る
際
に
、
一
定
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
う
よ
う
お
願

い
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

「
死
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
条
例
が
、
こ
の
条
例
の
中
に

含
ま
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
開
示

請
求
に
関
す
る
条
例
は
、
法
で
許
容
さ
れ
る
も
の
と
し
て
法
で

定
め
て
い
る
事
項
を
上
書
き
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
国
は
、

個
人
情
報
は
生
存
し
て
い
る
人
間
の
情
報
に
限
り
、
死
者
の
情

報
を
個
人
情
報
保
護
の
枠
組
み
の
中
に
入
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
た
め
、
国
が
手
当
て
を
し
な
い
部
分

に
つ
い
て
、
新
規
に
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

「
65
歳
定
年
に
完
全
移
行
す
る
前
の
令
和
12
年
度
ま
で
の
人

●
議
第
99
号　
多
治
見
市
市
政
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
に
つ
い
て

●
議
第
１
０
２
号　
多
治
見
市
個
人
情
報
保
護
法
に
基
づ

く
開
示
請
求
に
関
す
る
条
例
を
制
定
す
る
に
つ
い
て

●
議
第
１
０
５
号　
多
治
見
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る

条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

「
勤
労
者
セ
ン
タ
ー
の
今
後
に
向
け
て
は
、
ど
の
よ
う
な
検

討
が
さ
れ
て
い
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
地
域
力
の
強

化
を
し
て
い
く
上
で
も
、
施
設
を
有
効
に
使
っ
て
い
た
だ
き
た

く
、
公
共
施
設
適
正
配
置
計
画
の
中
で
、
地
元
の
皆
さ
ん
が
一

番
い
い
形
で
使
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
検
討
し
て
い
く
」
と
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

地
域
公
共
交
通
対
策
関
係
費
に
つ
い
て
、「
今
回
の
補
正
予

算
に
よ
り
、
事
業
者
が
燃
料
費
高
騰
に
よ
り
受
け
た
影
響
は
、

す
べ
て
補
完
で
き
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
バ
ス
運
行

等
に
よ
る
経
費
の
う
ち
燃
料
費
高
騰
分
の
み
を
１
０
０
％
支
援

す
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

緊
急
経
済
対
策
関
係
費
に
つ
い
て
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
高

騰
の
影
響
を
受
け
る
市
内
陶
磁
器
・
同
関
連
製
品
製
造
業
者
に

対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
効
率
化
に
資
す
る
設
備
導
入
経
費
支

援
事
業
へ
の
補
助
金
の
窓
口
は
、
多
治
見
商
工
会
議
所
と
の
こ

と
だ
が
、
申
し
込
む
た
め
の
要
件
は
あ
る
の
か
」
と
の
質
疑
が

あ
り
、「
多
治
見
市
内
に
事
業
所
が
あ
り
、
窯
業
に
少
し
で
も

関
連
し
て
製
造
を
行
っ
て
い
る
業
者
を
対
象
と
考
え
て
い
る
」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
１
２
号　
多
治
見
市
勤
労
者
セ
ン
タ
ー
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
に
つ
い
て

●
議
第
１
１
３
号　
令
和
４
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
５
号
）（
所
管
部
分
）

戸
籍
住
民
基
本
台
帳
関
係
事
務
費
に
お
け
る
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
出
張
受
付
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
公
民
館

な
ど
の
地
域
を
巡
回
す
る
出
張
受
付
サ
ポ
ー
ト
と
、
市
民
課
の

窓
口
で
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
対
応
す
る
窓
口
受
付
サ
ポ
ー
ト
を

人
材
派
遣
会
社
に
業
務
委
託
し
、
事
業
者
の
方
々
と
と
も
に
ス

ム
ー
ズ
な
受
付
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
統
合
整
備
工
事
に
お
け
る
、
地

元
（
脇
之
島
町
）
や
関
係
者
へ
の
説
明
会
後
の
対
応
に
つ
い
て

質
疑
が
あ
り
、「
計
画
を
一
部
見
直
し
、
園
庭
を
広
げ
た
。
令

和
５
年
１
月
に
説
明
会
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
り
、
そ
こ
で
も

し
っ
か
り
意
見
を
聞
き
た
い
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

学
校
給
食
配
送
業
務
委
託
（
増
車
お
よ
び
期
間
延
長
）
に
お

い
て
、配
送
車
を
増
車
す
る
理
由
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
調

理
の
順
番
や
配
送
ル
ー
ト
、
時
間
な
ど
詳
細
な
検
証
を
行
っ
た

と
こ
ろ
、
配
送
車
２
台
の
増
車
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

ア
ザ
レ
ア
ホ
ー
ル
の
解
体
整
備
等
に
関
す
る
資
材
高
騰
の
状

況
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
笠
原
中
央
公
民
館
改
修
整
備
事

業
は
、
資
材
価
格
が
２
割
ほ
ど
高
騰
し
て
い
る
と
見
込
み
、
９

月
定
例
会
で
１
億
１
千
万
円
ほ
ど
継
続
費
を
増
額
補
正
し
た
。

落
札
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
資
材
高
騰
の
伸
び
は
あ
る
程
度
横
ば

●
議
第
１
１
４
号　
令
和
４
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
６
号
）（
所
管
部
分
）

●
議
第
１
１
９
号　
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

常
任
委
員
会
審
査
概
要
議
会
の
情
報
を
み
な
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
た
め
、

３
つ
の
常
任
委
員
会
で
の
審
査
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長
　
奥
村
　
孝
宏

経
済
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長
　
山
田
　
　
徹

厚
生
環
境
教
育
常
任
委
員
会

委
員
長
　
玉
置
　
真
一
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事
の
採
用
計
画
は
ど
の
よ
う
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
令
和

12
年
度
ま
で
の
間
は
、
２
年
に
１
度
し
か
定
年
退
職
者
が
出
な

い
こ
と
に
な
る
。
現
在
は
、
退
職
者
の
補
充
と
い
う
考
え
方
が

基
本
的
に
あ
る
が
、
２
年
に
一
度
の
採
用
で
は
、
職
員
の
構
成

上
も
、
就
職
希
望
者
に
も
影
響
が
大
き
い
。
一
時
的
に
職
員
が

増
え
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
定
数
条
例
を
改
正
し
、
新
規
職
員

の
採
用
は
毎
年
行
っ
て
い
く
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

「
一
般
会
計
の
買
い
戻
し
の
時
期
は
ど
れ
く
ら
い
を
考
え
て

い
る
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
最
長
で
令
和
10
年
ま
で
Ｊ
Ｒ

東
海
が
使
用
し
た
後
、
６
年
か
ら
７
年
で
買
い
戻
せ
れ
ば
よ
い

と
考
え
て
お
り
、可
能
な
限
り
早
く
誘
致
企
業
に
売
り
渡
し
て
、

多
治
見
市
の
経
済
活
動
に
資
す
る
こ
と
と
し
た
い
」
と
の
答
弁

が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
１
５
号　
令
和
４
年
度
多
治
見
市
土
地
取
得
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に
つ
い
て

農
業
振
興
助
成
費
に
つ
い
て
、「
新
規
就
農
者
育
成
総
合
支

援
事
業
に
お
け
る
経
営
開
始
資
金
の
補
助
は
、
農
業
の
規
模
に

よ
っ
て
支
援
額
が
変
わ
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
農
業

の
規
模
に
よ
っ
て
、
支
援
額
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
」
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、「
認
定
新
規
就
農
者
の
５
年
間
の

計
画
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
市
は
ど
の
よ
う
な
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
を
す
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
県
の
農
業
普
及
課
、

農
業
振
興
課
、
Ｊ
Ａ
、
市
の
農
業
委
員
会
、
農
林
担
当
と
い
う

メ
ン
バ
ー
で
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
築
き
応
援
し
て
い
く
」
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

公
園
施
設
整
備
費
つ
い
て
、「
公
園
の
ト
イ
レ
を
更
新
す
る

基
準
は
ど
の
よ
う
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
ま
だ
複
数
あ
る

く
み
取
り
式
ト
イ
レ
の
水
洗
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
」
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
１
４
号　
令
和
４
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
６
号
）（
所
管
部
分
）

い
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

出
産
・
子
育
て
応
援
事
業
費
に
つ
い
て
、「
令
和
４
年
４
月

１
日
以
降
に
生
ま
れ
て
出
生
届
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方
た
ち
に

は
、10
万
円
が
一
度
に
給
付
さ
れ
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

「
そ
の
と
お
り
で
あ
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

新
た
な
伴
走
型
相
談
支
援
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、「
現
在

も
伴
走
型
相
談
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
さ
ら
に
妊
娠
後
期

に
も
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
取
り
、
必
要
な
方
に
は
、
妊
娠
、
出

産
す
ぐ
か
ら
で
も
、継
続
し
て
支
援
し
て
い
け
る
よ
う
心
が
け
、

今
後
も
重
点
的
に
実
践
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

●
議
第
１
２
９
号　
令
和
４
年
度
多
治
見
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
７
号
）（
所
管
部
分
）

付託されたおもな議案
事件番号 件　名 審査結果

議第99号
多治見市市政基本条例の一部を改
正するについて

原案可決

議第102号
多治見市個人情報保護法に基づく
開示請求に関する条例を制定する
について

議第105号
多治見市職員の定年等に関する条
例の全部を改正するについて

議第114号
令和４年度多治見市一般会計補正
予算（第６号）（所管部分）

議第115号
令和４年度多治見市土地取得事業
特別会計補正予算（第２号）

付託された議案
事件番号 件　名 審査結果

議第112号
多治見市勤労者センターの設置及
び管理に関する条例の一部を改正
するについて

原案可決
議第113号

令和４年度多治見市一般会計補正
予算（第５号）（所管部分）

議第114号
令和４年度多治見市一般会計補正
予算（第６号）（所管部分）

付託されたおもな議案
事件番号 件　名 審査結果

議第113号 令和４年度多治見市一般会計補正
予算（第５号）（所管部分）

原案可決

議第114号 令和４年度多治見市一般会計補正
予算（第６号）（所管部分）

議第116号 令和４年度多治見市国民健康保険
事業特別会計補正予算（第３号）

議第117号 令和４年度多治見市介護保険事業
特別会計補正予算（第２号）

議第118号 令和４年度多治見市後期高齢者医
療特別会計補正予算（第２号）

議第119号 工事請負契約の締結について

議第129号 令和４年度多治見市一般会計補正
予算（第７号）（所管部分）
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